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平成 26 年 ３ 月 25 日（火曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ３１ 　号）

　　　　規　　　則
○いしかわ景観総合条例施行規則の一部を改正する規則
 （都市計画課）　１

　　　　告　　　示
○石川県景観計画の変更 （都市計画課）　１

石川県告示第119号
　石川県景観計画の一部を次のとおり変更したので、景観法（平成16年法律第110号）第９条第８項において準用す
る同条第６項の規定により変更後の石川県景観計画の図書を公衆の縦覧に供する。

　なお、変更後の石川県景観計画は、平成26年４月１日からその効力を生ずるものとする。
　　平成26年３月25日
 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　石川県景観計画の変更の概要

　　景観形成重点地区として、次のとおり指定する。

　　珠洲市奥のと里海　日置地区（変更後の石川県景観計画の図書に定めるとおりとする。）

２　縦覧場所

　　石川県土木部都市計画課

　 い し か わ 景 観 総 合 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 六 年 三 月 二 十 五 日

 石 川 県 知 事 　 　 谷 　 　 本 　 　 正 　 　 憲 　

石 川 県 規 則 第 八 号

　 　 　 い し か わ 景 観 総 合 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 い し か わ 景 観 総 合 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 規 則 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 八 条 第 二 項 第 一 号 中 「 第 三 条 第 一 号 か ら 第 十 二 号 ま で 」 を 「 第 三 条 各 号 （ 第 十 四 号 を 除 く 。 ） 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 二 工 作 物 の 建 設 等 の 部 景 観 形 成 重 点 地 区 の 項 中 「 一 ・ 五 メ ー ト ル 以 下 」 を 「 五 メ ー ト ル 以 下 の も の の う ち 、

景 観 形 成 重 点 地 区 ご と に 知 事 が 別 に 定 め る 規 模 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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